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第８５号議案 

 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

平成２２年１１月３０日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健 

 

 

 

 

提案理由 

 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，危険物の屋外タンク

貯蔵所の設置許可等の審査に係る手数料を引き下げるため，この条例を制定しようと

するもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表 ４消防関係の表２(2)の項中「５８０，０００円」を「５３０，０００円」に，

「９００，０００円」を「８２０，０００円」に，「１，０９０，０００円」を「９９

０，０００円」に，「１，２１０，０００円」を「１，１００，０００円」に，「１，

５４０，０００円」を「１，４００，０００円」に，「１，８００，０００円」を「１，

６４０，０００円」に，「４，２３０，０００円」を「３，８５０，０００円」に，「５，

５９０，０００円」を「５，０９０，０００円」に，「６，９１０，０００円」を「６，

２９０，０００円」に，「１，２３０，０００円」を「１，１２０，０００円」に，「１，

４６０，０００円」を「１，３３０，０００円」に，「１，６３０，０００円」を「１，

４８０，０００円」に，「２，０１０，０００円」を「１，８３０，０００円」に，「２，

３３０，０００円」を「２，１２０，０００円」に，「４，７６０，０００円」を「４，

３３０，０００円」に，「６，１２０，０００円」を「５，５７０，０００円」に，「７，

４４０，０００円」を「６，７７０，０００円」に，「６，３２０，０００円」を「５，

７５０，０００円」に，「７，９７０，０００円」を「７，２５０，０００円」に，「１

１，８００，０００円」を「１０，７００，０００円」に改め，同表６(1)の項中「４

５０，０００円」を「４１０，０００円」に，「５９０，０００円」を「５４０，００

０円」に，「７７０，０００円」を「７００，０００円」に，「１，０１０，０００円」

を「９２０，０００円」に，「１，１４０，０００円」を「１，０４０，０００円」に，

「１，７６０，０００円」を「１，６００，０００円」に，「２，０００，０００円」

を「１，８２０，０００円」に，「２，２３０，０００円」を「２，０３０，０００円」

に，「５４０，０００円」を「４９０，０００円」に，「６９０，０００円」を「６３

０，０００円」に，「１，０４０，０００円」を「９５０，０００円」に，「１，４４

０，０００円」を「１，３１０，０００円」に，「１，８１０，０００円」を「１，６

５０，０００円」に，「３，４９０，０００円」を「３，１８０，０００円」に，「４，

２８０，０００円」を「３，８９０，０００円」に，「４，８９０，０００円」を「４，
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４５０，０００円」に，「１０，０００，０００円」を「９，１００，０００円」に，

「１３，６００，０００円」を「１２，４００，０００円」に，「１８，７００，００

０円」を「１７，０００，０００円」に改め，同表７の項中「３４０，０００円」を

「３１０，０００円」に，「４５０，０００円」を「４１０，０００円」に，「７９０，

０００円」を「７２０，０００円」に，「１，０１０，０００円」を「９２０，０００

円」に，「１，２７０，０００円」を「１，１６０，０００円」に，「３，１１０，０

００円」を「２，８３０，０００円」に，「３，８１０，０００円」を「３，４７０，

０００円」に，「４，４００，０００円」を「４，０００，０００円」に，「２，９２

０，０００円」を「２，６６０，０００円」に，「３，５００，０００円」を「３，１

９０，０００円」に，「５，２６０，０００円」を「４，７９０，０００円」に改める。 

  

 

附 則 

 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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 参 照 

 

 

   芦屋市手数料条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，危険物の屋外タン

ク貯蔵所の設置許可等の審査に係る手数料を引き下げるため，この条例を制定しよ

うとするもの。 

 

２ 改正の内容 

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の設置等許可，完成検査前検

査及び保安検査の審査に係る手数料を約９％引き下げる。（別表 ４消防関係の表） 

 

３ 施行期日 

 公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 


